
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第４回介護施設の在り方に関する委員会（平成 1
9 年５月 1
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中村ひろひこニュース  平成 20 年９月 15 日                        （１） 

特養待機者 40 万人解消急務！ 

在宅と施設は二極化へ 介護施設一本化 新しい配置基準 

中
村
ひ
ろ
ひ
こ 

ニ
ュ
ー
ス 

その打開策は

２００８
No.５ 

重
度
化
が
進
み
、
要
介
護
４
・
５
が
70
％

に
も
な
ろ
う
と
し
、
医
療
の
必
要
な
利
用
者

が
急
激
に
増
加
し
て
い
ま
す
。 

も
は
や
、
特
養
も
診
療
所
の
機
能
を
持

ち
、
医
療
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時

が
訪
れ
て
い
ま
す
。 

医
療
を
ど
う
す
る
か
は
今
後
の
大
き
な
課

題
で
す
。 

平
成
18
年
度
改
革
で
、
高
齢
者
医
療
は
、
社

会
的
入
院
の
解
消
と
の
理
由
付
け
で
、
医
療
費

削
減
の
た
め
に
、
医
療
で
は
「
医
療
区
分
・
Ａ
Ｄ
Ｌ

区
分
」
の
導
入
と
介
護
療
養
型
の
廃
止
が
決
定
し

ま
し
た
。 

そ
し
て
、
介
護
施
設
等
に
は
、
食
費
と
居
住
費

の
利
用
者
負
担
化
と
介
護
報
酬
等
の
ダ
ウ
ン
で
、

介
護
費
用
の
削
減
が
行
な
わ
れ
、
現
状
の
介
護

報
酬
（
特
養
27
万
円
・
老
健
29
万
円
・
介
護
療

養
39
万
円｢

１
人･

月
当
り｣
）
と
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
（
医
療
療
養
に
付
い
て
は
45
万
円
程
度
と

推
計
さ
れ
る
） 

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
特
養
待
機
者
解
消
と

正
常
な
介
護
保
険
施
設
の
経
営
を
目
指
す
に

は
、
ま
た
利
用
者
に
と
っ
て
「
同
じ
条
件
な
ら
同
じ

負
担
」
と
の
国
民
ニ
ー
ズ
に
応
ず
る
に
も
、
介
護

保
険
施
設
一
本
化
を
行
な
う
し
か
途
は
あ
り
ま

せ
ん
。 

そ
れ
は
「
介
護
報
酬
（
介
護
＋
医
療
・
リ
ハ
ビ

リ
）
」
、
そ
し
て
「
利
用
者
負
担
（
居
住
環
境
＋
食

事
）
」
の
内
容
や
機
能
（
加
算
）
に
応
じ
て
、
費
用

を
決

方
法
で
す
。 

め
る特 養 ：２７万円  

現状は、Ｈ１９介護保険給付 

           （費用額「要介護４」） 

  老  健 ：２９万円 
  介護療養：３９万円 
  医療療養は、４５万円 

現
場
発
信
を
パ
ワ
ー
に
し
て
、

課
題
解
決
に
邁
進
を
！ 

特養ﾎｰﾑの 

要介護度の推移 
Ｈ１４年度    Ｈ２０.４ 
 ３.５２    ３.８０ 

内訳  従来型: 3.84 

ﾕﾆｯﾄ : 3.57 
重度化とともに医療ﾆｰｽﾞが 

厚労省は、H15 より 
「在宅・小規模・地域密着」推進 人

材
流
出
に
つ
い
て
、
国
は
一
番
に
労
働
環

境
・
低
賃
金
を
挙
げ
て
い
ま
す
が
、
重
度
者
の
入

所
と
と
も
に
、
夜
間
に
お
け
る
喀
痰
の
吸
引
、
経

管
栄
養
、
褥
瘡
の
処
置
等
々
、
や
む
を
得
ず
介

護
職
が
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
医
療
行
為

が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
違
法

性
等
が
、
介
護
現
場
か
ら
職
員
が
去
る
要
因
と

な
っ
て
い
ま
す
。 

こ
の
違
法
性
の
早
期
解
消
を
し
な
け
れ
ば
、
現

場
の
不
安
は
な
く
な
り
ま
せ
ん
。 

医
務
室
で
・
・

常
勤
医
・
・

保
険
請
求 

慢
性
疾
患
は
丸
め･

･
･

急
性
疾
患
・
オ
ペ
は
別 

特
養
ホ
ー
ム
の
「
医
療
」
は
・
・

介
護
職
の
医
療
行
為
＝
違
法
の
放
置

厚
労
省
：
重
度
者
受
入
れ
を
進
め
な
が
ら 

解
決
策
示
さ
ず

しかし、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ は、 
従来特養（個室）の２.５割高！

介護報酬基本単価（要介護２.５）    

  グループホーム： 260,400 円/月  

 従来特養（個室）： 207,600 円/月 

小規模多機能型は、４割高！ 

従来ｻｰﾋﾞｽ組合せと比較 (要介護３.５)    

小規模多機能型ｻｰﾋﾞｽ： 244,000 円/月 

短期+通所介護+ﾍﾙﾊﾟｰ： 178,100 円/月  特養 要介護４・５の割合 

H12： 51.6% ⇒ H18： 64.0% 

地域の核施設として、50 床特養ホームの増床を認めよ！ 
実質、50 床特養は「小規模特養」･･･良くて収支はとんとん！= 効率化できず！ 

全
体
の
46
％
を
占
め
る
定
員
50
床
以
下
の
特

養
ホ
ー
ム
は
、
実
質
「
小
規
模
」
ゆ
え
に
収
支
状
況

も
悪
く
、
効
率
化
が
図
れ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
適
正

規
模
に
増
床
し
、
事
業
の
継
続
性
を
確
保
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。  

な
ぜ
、
介
護
報
酬
が
割
高
の
認
知
症
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
（
従
来
特
養
個
室
の
２
割
５
分
高
）
や
小
規

模
多
機
能
型
居
宅
介
護
（
従
来
サ
ー
ビ
ス
の
組
合

せ
よ
り
４
割
高
）
を
特
養
ホ
ー
ム
の
近
く
で
設
置
さ

せ
な
が
ら
、
特
養
ホ
ー
ム
の
増
床
は
認
め
な
い
の
で

し
ょ
う
か
。 

地
域
の
ニ
ー
ズ
は
、
特
養
ホ
ー
ム
に
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
災
害
等
の
避
難
場
所
と
し
て
も
、
特
養
ホ
ー

ム
は
大
き
な
存
在
で
す
。 

増
床
に
よ
り
、
在
宅
サ
ー
ビ
ス
・
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
等
を
含
め
た
広
角
・
多
機
能
サ
ー
ビ
ス
提
供
も

可
能
と
な
り
ま
す
。 

特
に
、
自
己
資
金
で
増
床
す
る
場
合
な
ど
は
認

め
ら
れ
る
べ
き
で
す
。 

地
域
の
介
護
保
険
事
業
計
画
の
策
定
に
当
た
っ

て
は
、
国
の
「
参
酌
標
準
」
に
捕
ら
わ
れ
ず
、
そ
の
地

域
の
特
性
を
考
慮
し
た
計
画
策
定
を
進
め
よ
う
。 

平
成
15
年
厚
労
省
は
、
「
脱
施

設
・
特
養
解
体
・
・
・
在
宅
・
小
規
模

化
」
に
路
線
を
シ
フ
ト
し
、
施
設
整

備
補
助
金
（
交
付
金
）
の
一
般
財
源

化
や
施
設
の
介
護
給
付
の
負
担
割

合
変
更
（
５
％
を
国
か
ら
都
道
府

県
へ
）
、
そ
し
て
、
介
護
保
険
事
業
計

画
の
参
酌
標
準
に
よ
っ
て
整
備
目

標
を
縮
小
し
、
施
設
整
備
に
ブ
レ

ー
キ
を
か
け
て
い
ま
す
。 

今
、
こ
れ
ら
を
再
検
討
し
、
効
率

的
に
国
民
ニ
ー
ズ
に
沿
う
必
要
が

あ
り
ま
す
。 

50
床
特
養
を
80
～
100
床
に
！ 

○ 参酌標準 （第３期より） 
  施設・居住系ｻｰﾋﾞｽ利用者割合 
  Ｈ１６年度要介護認定者（２～５）の 

４１％から、Ｈ２６年度の目標は３７％ 
に１割引き下げている。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第４回介護施設の在り方に関する委員会（平成 1
9 年５月 1
8 日） 

H12 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

介護職員離職は､こんな所にも原因が････ 

能力評価に不満大きく 意識にギャップ 
〈事業主と労働者〉労働安定ｾﾝﾀｰ調査 H20.8.9 
（例）介護の能力を適切に評価し給与に反映さ

せる仕組み ⇒事業主：38.5%･職員：15.0％

これらの事件は、社福の”経営能力なし”状況を・・・ 職員水増しで行政処分 茨木の特養ホーム 
(ﾒﾃﾞｨﾌｧｸｽ H20.9.11) 

昨年３月､指定の際には介護職員数 27 名としていたが､ 

実際には 14 名しかおらず、系列施設の職員名義で届け出。 

茨城県の処分： 介護報酬の請求 6 ヶ月間：半額に減額 

新規入居者の受け入れ 1 年間認めず 

社会福祉法人初の民事再生法適用申請 
 (H20.7.28 兵庫県） 

拡大路線の破綻と社会福祉法人ルール無視 

裏には、闇の「社福売買」の裏ビジネスの 

影も？・・・・ 

 

一
方
、
厚
生
労
働
省
で
は
、
介
護
報
酬
を

来
年
引
上
げ
る
検
討
を
し
て
い
る
中
で
、
引

き
上
げ
が
介
護
職
の
給
与
ア
ッ
プ
に
反
映
さ

れ
る
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
予
算
を
１
億
円

も
計
上
し
て
い
ま
す
。 

 

こ
れ
は
介
護
保
険
事
業
者
に
対
す
る
（
給

与
に
反
映
さ
せ
た
め
の
）
監
視
で
す
。
社
会

福
祉
法
人
も
調
査
対
象
で
す
。
ま
さ
に
「
措

置
時
代
の
発
想
」
に
逆
戻
り
で
す
。 

 

職
員
の
採
用
、
給
与
等
の
待
遇
は
経
営
者

の
判
断
で
す
。
判
断
を
間
違
え
れ
ば
そ
の
事

業
体
は
破
綻
し
、
適
正
な
判
断
で
あ
れ
ば
栄

え
ま
す
。 

 

こ
の
こ
と
は
、
社
福
の
「
ガ
バ
ナ
ン
ス
な
し
」
状

況
を
端
的
に
表
わ
し
て
い
ま
す
。 

介護保険事業等に関する行政評価・監視 
〈評価・監視結果に基づく勧告〉総務省 H20.9.5

勧告事項 
１ 介護従事者の確保 
２ 平成１８年度に導入された新たな事業 

（予防給付、介護予防事業）の推進 
３ 不正受給者等の防止対策の充実・強化 
４ 有料老人ホームの適切な運営の確保 

(1)有料老人ホームの適切な運営の確保 
(2)高齢者専用賃貸住宅の適切な運営の確保 

理事長・理事 
持ち分なし 
国庫に帰属 
･･非課税･･ 
 

社会医療法人 
法人税（医療ゼロ） 

固定資産税 も 

かからない方向に 

（０９重点要望） 

「合併譲渡等のガイドライン」は？  社会福祉法人の有償譲渡の道を 
介護保険収入 ⇒ 使途制限等撤廃 ⇒ 措置体質の残る会計制度変更を 

現状、８０％の社福はガバナンスなし？・・・いかに「２１世紀型社福」に変われるか 

社会福祉法人改革なくして、全ての解決なし！公益法人改革は進む！

介
護
事
業
の
経
営
効
率
化
に
つ

い
て
「
こ
れ
だ
け
介
護
事
業
所
の
経

営
が
大
変
と
い
っ
て
い
る
時
に
、

40
％
が
何
も
し
て
い
な
い
と
い
う
の

は
い
か
に
も
奇
異
」
と
給
付
費
分
科

会
で
の
沖
藤
委
員
の
発
言
は
、
ま
さ

に
今
の
社
会
福
祉
法
人
の
現
状
を

的
確
に
指
摘
し
て
い
ま
す
。 

こ
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
な
し
の
状
況
を

解
消
し
、
社
福
で
働
く
職
員
の
将

来
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
12
月
1
日
施
行
の
公
益
法
人

改
革
で
は
、
理
事
・
理
事
長
は
、
法

人
ま
た
は
第
三
者
に
対
す
る
責
任

を
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。 

今
、
社
会
福
祉
法
人
の
有
償
譲

渡
の
道
や
措
置
制
度
体
質
の
会
計

制
度
の
改
革
な
ど
、
思
い
切
っ
た
社

会
福
祉
法
人
制
度
改
革
と
と
も
に

各
法
人
改
革
が
必
要
で
す
。 

平
成
20
年
9
月
15
日 

 
 

 
 

参
議
院
議
員 

中 

村 

博 

彦 

中村ひろひこニュース  平成 20 年９月 15 日                        （２） 
総
務
省
よ
り
、
介
護
報
酬 

ア
ッ
プ
等
の
対
策
を
勧
告 

 

平
成
20
年
９
月
５
日
、
厚
生
労

働
省
等
に
対
し
て
、
行
政
評
価
・

監
視
結
果
に
基
づ
く
勧
告
と
し
て

「
介
護
保
険
事
業
」
に
お
い
て
、

「
介
護
サ
ー
ビ
ス
従
事
者
が
定
着

し
う
る
よ
う
な
介
護
報
酬
を
含

む
対
策
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ

と
。
」
、
ま
た
、
介
護
予
防
関
係
に

つ
い
て
は
、
「
利
用
推
進
と
費
用
対

効
果
お
よ
び
そ
の
在
り
方
の
検
証

を
行
な
う
よ
う
。
」
等
の
勧
告
を

致
し
ま
し
た
。 

総
務
大
臣
政
務
官 

中
村
博
彦 


